令和３年度佐賀市暴走族追放審議会の会議結果について

令和３年８月１１日に開催しました審議会の概要は下記のとおりです。

記

１　開催日時
令和３年８月１１日（水）　１４時００分から１５時１５分
２　開催場所
　　　ほほえみ館１階　わくわく健康室
３　出席した者の氏名
　　　審議会委員：委員出席１１名
　　　事務局（市民生活部生活安全課）：片渕部長、北御門課長、池田副課長、田中主任
４　議題
（１）報告事項
　　①暴走族の現状及び取り組みについて
　　②佐賀市及び各団体の取り組みについて
（２）協議事項
　　　暴走族追放街頭キャンペーンについて
５　会議の公開又は非公開の別
　　　公開
６　傍聴者数（会議を公開した場合に限る。）
　　　１名
７　発言の内容
（１）報告事項
　①暴走族の現状及び取り組みについて
　 【佐賀県警察本部交通指導課】
・暴走族グループは、全国的に年々減少している状況
・県内では、グループでの活動はない。
・グループに加入せず暴走行為を行うものは県内で48人把握している。
・近年の暴走行為の特徴として、以前のような街なかでの暴走ではなく、郊外や山間部での暴走が目立っている。
・旧車會については、県内で14グループ、39人把握している。
・旧車會の構成員は、これまでは暴走族ＯＢが主だったが、若年層の加入が目立ってきている。
・活動の特徴としては、観光地や景色のいい場所を目的地として30～50台で集団走行を行ったり、夜間に山間部を集団走行している。
・昨年中は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、県内の集団走行は激減していたが、今年に入りまた増加してきている。
・直近では、7月18日に、伊万里市で集合して、平戸方面へ集団走行が実施された。
・暴走行為の県内の通報件数は、令和2年中で97件（前年比△61件）であり、通報件数は年々減少している。
・令和2年中の道路交通法違反での県内の検挙人員は40人で、逮捕人員は14人
・そのうち、暴走行為（共同危険行為）としての検挙人員は6人、逮捕人員は5人
・対策としては、取締強化を図るとともに、隣接県警との共同取締等を行っている。
・また、予防措置として、ＳＮＳを活用して集団走行の呼び掛けを把握し、先手をとった取締を行っている。
・警察だけでは対策に限界がある。皆様の協力が不可欠
【佐賀北警察署】
　　・令和2年中に市内での共同危険行為はない。
　　・市内での暴走行為は昔と比べて大きく減少した。
　　・集団走行ではなく、少人数での走行で、警察が行くとすぐ退散するようなケースがほとんどである。
　　・街なかでの暴走行為はほとんど見られないが、やはり山間部（銀河大橋付近）では旧車會での活動が見られる。
　　・夜間に集合して、エンジンを吹かす、いわゆる「コール」の練習をしているようだ。
　　・市内の旧車會のメンバーとしては、準暴力団のような人員はいないが、暴力団に近い存在が関わっているケースも若干あるようだ。
　　・令和2年中の市内における暴走行為に関する通報件数は25件（前年比△35件）あったが、集団ではなく単発での暴走行為がほとんどであった。
　　・また、山間部では暴走族ではないが走り屋（ローリング族）が多い。
　　・引き続き、市や委員の皆様の御協力が不可欠。様々な情報提供をお願いしたい。
②佐賀市及び各団体の取り組みについて
【佐賀市】
別添資料の通り
【佐賀市少年育成委員】
　　・週に1回、街頭での子どもたちの見守り活動・巡回をしている。
　　・活動の中で、暴走行為等が見受けられたら、警察へ通報をしている。
　　・夜間、子どもたちがコンビニエンスストア駐車場に集まることが多いので、その際は声掛け（早く帰りなさい、等）を行っている。
　　・いくつかの校区では、朝登校時間帯に校門付近での見守り活動も行っている。
　
【（一社）佐賀県自動車整備振興会】
　　・直接的な暴走族対策の取組は行っていないが、警察・運輸支局と合同で、年に9回車両の街頭検査を行っている。
　　・今年も7月までに4回実施したが、検査対象239台のうち、35台が不正改造等による基準不適合であった。
　　・基準不適合35台のうち、16台が、窓へのフィルム等の貼り付け
　　・数は少ないが、車検切れの車両も数台あった。
　　・また、不正改造がどういったものかを分かりやすく伝えるため、チラシや不正改造車排除マニュアルを作成し、関係機関へ配布している。

【佐賀市ＰＴＡ協議会】
　　・具体的な取組は行っていない。
・子どもたちや保護者に対して、会議などで今日の会議結果を報告するなどして呼びかけていきたい。

【佐賀南地区交通安全協会】
　　・街頭キャンペーン等の広報啓発で交通安全を呼び掛けている。
　　・より地域に密着した協会の支部のほうでは、不正改造車や暴走行為等を発見した場合は、警察に通報するなどの活動を行っている。

【佐賀地区保護司会】
　　・具体的な取組は行っていない。
　　・令和3年7月時点で、県内で保護観察者は15件
・うち、暴走族関連の保護観察者は6件

【佐賀市青少年健全育成連合】
　　・年3回の理事会で、不正改造の資料や、今日の会議の内容等を情報共有している。

【自治会協議会】
　　・暴走行為を見つけた場合は、警察へ通報するよう各自治会長にお願いしている。
　　・理事会においても、今日の会議結果等を報告し、情報共有を図っている。

【一般市民公募委員】
　　・以前より暴走行為がすごく少なくなったと感じている。
　　・キャンペーン等による市民への啓発が重要と考えるので、協力していきたい。

【委員から事務局への質問】
　　Ｑ　審議会の名称が「暴走族追放審議会」となっているが、暴走族がいない現状を考えると、暴走行為を含め追放する役割であることが分かる名称に変更してはどうか？
[bookmark: _GoBack]　　Ａ　名称の変更には条例の改正が伴うため難しい部分もあるが、本審議会としては、暴走族だけでなく、暴走行為の追放も包含して推進していく。

（２）協議事項　暴走族追放街頭キャンペーンについて
　　令和３年度は計２回開催予定
　《１回目》
日時　令和３年８月１８日（水）　　１７時３０分から１時間
場所　ゆめタウン佐賀出入口周辺
　《２回目》
日時　令和３年１２月頃　　１時間程度
場所　ＪＲ佐賀駅周辺または大型ショッピングセンター


以上



